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図５－５ 環境・エネルギー対策の強化に係る施策課題及び主要施策

（５）国際協力等を通じた水道分野の国際貢献

ア．我が国の経験を生かした諸外国の技術水準向上への貢献

我が国の近代水道は、その誕生から約１世紀の間に、戦争による惨禍を受けなが

らも、全国至る所において蛇口から飲める水が供給されるまでに急速に発展し、我

が国の公衆衛生の確保と生活環境の改善に多大な役割を果たしてきた。この世界ト

ップクラスの水道をつくり上げてきた貴重な経験を、アジア・ゲートウェイ構想の

最重要項目に水道業の海外進出促進が盛り込まれるなど、水道事業の国際展開が重

要政策として位置づけられたことも踏まえて、諸外国における衛生的な水確保にも

活かしていくべきである。

このようなことから、我が国の技術者の派遣、我が国の有する各種水道技術指針

類の普及などにより、二国間、多国間の枠組みによる水道技術の移転に貢献し、我

が国から直接的、間接的に技術移転を受ける水道技術者、技術移転件数の増加を図

る。

イ．さらなる国際展開のための国内体制の整備

途上国への技術協力のみならず、水道界全体としてさらなる国際展開を図るため

には、関係者が連携して取り組むことが必要である。

高度経済成長下で、我が国の水道の発展に寄与してきた熟練技術者の層は厚く、

国際的に活躍する能力や意欲を有する技術者も数多くおり、また、若手の技術者に

ついても、国際的な活躍を目指す者が少なからずいるものと考えられる。

これらの技術者や国際協力に意欲を持つ水道事業者等、民間企業、大学等が連携

して、水分野での世界一の政府開発援助実施国である我が国の水道の技術協力の成

果を高めることが効率的・効果的であることから、その橋渡しを行う上での中心的

な人材組織の拡充等により人材確保の推進を図るなど官民学の連携のもとに国際展
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開のための国内体制を整備する。

ウ．国際化の推進及び国際競争力の強化

、 、水道分野の国際協力については これまで少なからぬ実績を積み上げてきており

国や地方公共団体の職員が主体となり、水道関係団体や企業の協力も得て、専門家

の派遣、研修員の受け入れ、プロジェクトの実施等を進めてきた。

このように順調に見える国際協力であるが、地方公共団体では、国と地方の役割

分担などの観点から、職員が海外において国際協力に従事することへの理解を得る

ことに苦慮している事例が多く見られる。

また、我が国の水道関係企業は、世界トップクラスの水道を支えており、技術的

に世界のトップレベルにある。そして、我が国は水分野の政府開発援助の最大供与

国でもあるが、企業としての国際市場における競争力は十分にあるとはいえない。

我が国の水道事業者等や水道関係企業が有する技術を、政府開発援助（ＯＤＡ）

による途上国への協力にとどまらず、世界の市場において提供することは、世界に

おける衛生的な水供給の確保に大きく貢献するものであるとともに、その経験のフ

ィードバックを通じて、我が国水道界の発展にも資するものであり、更なる国際貢

献、国際展開の積極的な支援に向けた検討を実施することを目的とした、水道産業

の国際展開の推進が今後重要になるものと考えられる。水道事業者等や水道関係企

業が一体となった現在の水道システムを世界に通用するものとなるよう、下水道等

の他の公共サービスとの連携を深めた総合的な技術移転手法の確立・実践等によっ

、 。て 我が国水道のレベルにふさわしい国際競争力を有することができるよう努める

また、ＩＳＯ／ＴＣ２２４における国際規格の採択及び規格の発行や、ＩＳＯ／

、 （ ） 「 」ＴＣ２２４の国内規格となる 業務指標 ＰＩ を示した 水道事業ガイドライン

の策定など、水道をめぐる国際化の動きが活発化しており、二国間・多国間との交

流を推進し、諸外国・国際機関のよいところを積極的に取り入れることにより、水

道分野の国際調和を積極的に図り、国際的な競争力の強化の一助としていくべきで

ある。

以上の課題に対応するため、以下の施策を推進する。

・水道分野の国際貢献の推進

・国際調和の推進等我が国水道の国際化



- 28 -

図５－６ 国際協力等を通じた水道分野の国際貢献に係る施策課題及び主要施策

６．各種方策の連携による目標の早期達成

（１）各種方策の相乗効果の発揮

５に掲げた施策群を構成する施策は、いずれも我が国の水道が直面する喫緊の課

題に対応するものであり、各種方策の相互の連携により可及的速やかにその目標を

達成する。

各種方策はその性格から以下に分類することができる。

① 評価軸：水道事業の質的な向上を促進するための措置

水道事業の適正な運営を確保するために、事業計画の進捗状況を一定の期

間毎に、客観的に評価し、需要者に対して情報提供を行う等の措置。

② 規制軸：水道法等による基準等の設定や規制の見直し

水道水の安全性確保のための各種基準の設定、水道事業への運営上・衛生

確保上の規制の見直し。

③ 政策誘導軸：政策目的達成のための誘導施策の充実

各種ガイドラインの整備、技術的助言、財政支援等の各種支援措置。

④ 計画軸：水道の改革の計画的推進

水道広域化、水質管理、地震対策等を総合的計画的に進めるための措置。

⑤ 連携軸：関係機関・関係者との連携強化による水道の質の向上と合理的な運営

の推進

水質管理の向上、経営効率化等のための関係者との連携のための措置。

いうまでもなく、各種方策は相互に関連するものであり、バランスの取れた組み

合わせにより、各々の方策の相乗効果が発揮され、施策実施の効率性が高められる
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よう配慮する必要がある。

図６－１ 各種方策の連携の概念図

（２）施策目標及び方策

５に掲げた施策群毎の方策及び定量的・定性的な施策目標は以下のとおりであ

る。

なお、施策目標は、すべての関係者による目標達成に向けた取組の推進によって

達成されるものであるが、事業者毎に目標を定めようとする場合には、各事業者の

実情等によってはその速やかな達成が困難なものがある。その場合には、適宜中間

目標を設定して段階的に達成するものとする。

ア．水道の運営基盤の強化に係る方策

図６－２ 水道の運営基盤の強化に係る方策

水道の現在及び将来の課題に的確に対応し、全ての国民に対し、適切な費用負担

のもとで安心・安定な水を持続的に供給し、サービス水準の向上を図るため、ハー
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ド面中心の広域化のほかソフト統合等を含めた新たな概念の広域化の推進、水道法

適用外の水道と水道事業者等との管理面での積極的連携等により、水道全般の運営

基盤の強化を進めるとともに、集中と分散の最適配置による高効率・低コスト・低

環境負荷型水道への再構築、関係者の長所・専門的知見等を活用した多様な連携に

より、事業運営形態の最適化を実現していく。

また、信頼性の高い水道を次世代に継承していくため、近年の事業環境の変化を

踏まえた適切な料金設定、中長期的な財政収支を踏まえた適切な水道経営計画に基

づく計画的な施設更新等を進めていく。

達成すべき代表的な施策目標として、以下を掲げる。

・新広域化人口率（ソフト統合等の新たな概念による広域化を含めた広域化人口

の割合）を100％とする。

・給水カバー率（給水人口及び水道事業者が給水区域内外の法適用外の小規模水

道などの技術的管理をソフト統合によりカバーしている人口の割合）を100％

とする。

・全ての事業者において、多様な連携による事業運営形態の最適化に係る検討を

行い、その結果を踏まえ必要な場合には、第三者委託の実施、ＰＦＩの導入等

を行う。

・水道の管理に関する技術的基盤を確保していくため、水道事業に携わる技術者

について、技術の継承を進め、その水準を維持・確保していく。

・中長期的な視点に立って、技術的基盤に基づき水道施設の健全度等に係る診断

・評価を行い、適切な更新計画を立案・推進し、直ちに更新が必要な老朽化施

設の割合をゼロにする。

また、以下のアクションプログラムを着実に実施する。

◆アクションプログラム１－１：新たな水道広域化計画の推進

財政基盤や技術基盤の共有化という観点から、地域の実情に応じた事業統合や管

理の共同化など多様な形態の広域化を進めるため、これまでのハード中心の広域的

、 、水道整備を見直し 多様な形態の広域化を含む新たな水道広域化の考え方を導入し

国、都道府県、水道事業者等の適切な役割分担の下に、水道事業の運営基盤強化を

図り、国民全体の給水サービス水準の向上を図る。


